
乙部町の給与・定員管理等について 

１ 総 括 

 (1) 人件費の状況（普通会計決算） 

区 分 住民基本台帳人口 

（19年度末） 

歳 出 額 

Ａ 

実質収支 人 件 費 

Ｂ 

人件費率 

Ｂ／Ａ 

（参考） 

18年度の人件費率 

 人 千円 千円 千円 ％ ％ 

19年度 4,665 3,175,037 86,417 647,149 20.4 20.8 

 

(2) 職員給与費の状況（普通会計決算） 

区 分 職員数 

Ａ 

給    与    費 一人当たり

給与費 B/A 

 （参考）類似団体平均 

一人当たり給与費 給  料 職員手当 期末・勤勉手当 計 Ｂ  

 人 千円 千円 千円 千円 千円  千円 

19年度 67 269,376 41,580 110,801 421,757 6,295  5,672 

(注) １ 職員手当には退職手当を含まない。 

   ２ 職員数は、平成19年４月１日現在の人数である。 

 

(3) 特記事項 

   平成１７年４月から特殊勤務手当を１７手当から３手当に見直し、管理職手当２０％削減、期末勤勉

手当役職加算２０％削減を実施している。 

 

(4) ラスパイレス指数の状況（各年４月１日現在） 

 

(注)１ ラスパイレス指数とは、国家公務員の給与水準を１００とした場合の地方公務員の給与水準を示す数値である。 

    ２ 類似団体平均とは、人口規模、産業構造が類似している団体のラスパイレス指数を単純平均したものである。 
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２ 職員の平均給与月額、初任給等の状況 

(1) 職員の平均年齢、平均給料月額及び平均給与月額の状況（平成20年４月１日現在） 

 ①一般行政職 

区  分 平均年齢 平均給料月額 平均給与月額 
平均給与月額 

（国ベース） 

乙 部 町 46.0歳 338,733円 378,729円 380,975円 

北 海 道 43.9歳 328,169円 397,316円 376,548円 

国 41.1歳 325,113円 ―――  387,506円 

類似団体 43.4歳 317,160円 354,642円 344,492円 

 

 ②技能労務職 

 

区 分 

参   考 

年収ベース（試算値）の比較 

公務員 民 間 C/D 

乙 部 町 ＊円 ― ―

 うちその他技能労務 ＊円 ― ―

 
※「乙部町」については、対象人数が１人のため、個人情報保護の観点から非公表としている。 

※民間データは、賃金構造基本調査において公表されているデータを使用している。（平成16年～18年の3ヵ年平均） 

※技能労務職の職種と民間の職種等の比較にあたり、年齢、業務内容、雇用形態等の点において完全に一致するもの
ではない。 

※年収ベースの「公務員(Ｃ)」及び「民間(Ｄ)」のデータは、それぞれ平均給与月額を12倍したものに、公務員にお

いては前年度に支給された期末・勤勉手当、民間においては前年に支給された年間賞与の額を加えた試算値であ
る。 

 

 ③看護保健職 

区  分 平均年齢 平均給料月額 平均給与月額 
平均給与月額 

（国ベース） 

乙 部 町 44.6歳 322,565円 370,342円 339,323円 

国 37.8歳 284,331円 ―――  321,089円 

類似団体 42.3歳 299,148円 323,021円 307,261円 

(注) １ 「平均給料月額」とは、平成20年４月１日現在における各職種の基本給の平均である。 

２ 「平均給与月額」とは、給料月額と毎月支払われる扶養手当、地域手当、住居手当、時間外勤務手当などのすべての諸手

当の額を合計したものであり、地方公務員給与実態調査において明らかにされているものである。 

また、「平均給与月額（国ベース）」は、国家公務員の平均給与月額には、時間外勤務手当、特殊勤務手当等の手当が含

まれていないことから、比較のため国家公務員と同じベースで再計算したものである。 

 

 

 

区 分 

公  務  員 民    間 参考 

平均年齢 職員数 平均給料月額 平均給与月額 
平均給与月額 

（国ベース） 

対応する民間

の類似職種 
平均年齢 平均給与月額 A/B 

乙 部 町 55.8歳 1人 ＊円 ＊円 ＊円 ― ― ― ―

 うちその他技能労務 55.8歳 1人 ＊円 ＊円 ＊円 ― ― ― ―

北 海 道 47.9歳 1,304人 320,363円 359,880円 354,211円 ― ― ― ―

国 48.9歳 4,784人 284,679円 ――― 320,623円 ― ― ― ―

類似団体 49.8歳 5人 270,878円 287,628円 282,329円 ― ― ― ―



(2) 職員の初任給の状況（平成20年４月１日現在） 

区   分 乙 部 町 北 海 道 国 

一般行政職 
大学卒 172,200円 159,285円 172,200円 
高校卒 140,100円 129,592円 140,100円 

技能労務職 高校卒 137,200円 129,592円 ――― 

看護保健職 短大３ 188,900円 ――― ――― 

 

(3) 職員の経験年数別・学歴別平均給料月額の状況（平成20年４月１日現在） 

区   分 経験年数10～15年 経験年数15～20年 経験年数20～25年 

一般行政職 
大学卒 254,400円 317,800円 345,800円 

高校卒 235,100円 277,500円 301,300円 

 

３ 一般行政職の級別職員数等の状況 

(1) 一般行政職の級別職員数の状況（平成20年４月１日現在） 

区 分 標準的な職務内容 職員数 構成比 

１ 級 主事 5人 7.5％ 

２ 級 主事 5人 7.5％ 

３ 級 係長・主査 24人 35.8％ 

４ 級 補佐・係長・主査 18人 26.9％ 

５ 級 課長・参事・補佐 9人 13.4％ 

６ 級 課長・参事 6人 8.9％ 

計 67人 100.0％ 

(注) １ 乙部町の給与条例に基づく給料表の級区分による職員数である。 

２ 標準的な職務内容とは、それぞれの級に該当する代表的な職務である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   (注) 平成18年に８級制から６級制に変更している。（旧給料表の１級及び２級並びに４級及び５級をそれぞれ統合） 
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(2) 昇給への勤務成績の反映状況 

人事評価が未実施であるため、昇給区分に差を設けず一律支給とした。 

今後、全職員を対象とした能力・業績に基づく人事評価制度の導入を図り、昇給に反映させることと

している。 

 

４ 職員の手当の状況 

(1) 期末手当・勤勉手当 

乙  部  町 北  海  道 国 

１人当たり平均支給額（19年度） 

1,674千円 

１人当たり平均支給額（19年度） 

1,672千円 
――――――― 

（19年度支給割合） 

期末手当   勤勉手当 

3.0 月分  1.5 月分 

(1.6)月分  (0.75)月分 

（19年度支給割合） 

期末手当   勤勉手当 

3.0 月分  1.45 月分 

(1.6)月分  (0.75)月分 

（19年度支給割合） 

期末手当   勤勉手当 

3.0 月分    1.5 月分 

(1.6)月分   (0.75)月分 

（加算措置の状況） 

職制上の段階、職務の級等による加

算措置 

・役職加算    ４～１５％ 

 

（加算措置の状況） 

職制上の段階、職務の級等による加

算措置 

・役職加算 ５～２０ 

・管理職加算  １０～２５％ 

（加算措置の状況） 

職制上の段階、職務の級等による加

算措置 

・役職加算    ５～２０％ 

・管理職加算  １０～２５％ 

(注) ( )内は、再任用職員に係る支給割合である。 

 

【参考】勤勉手当への勤務実績の反映状況（一般行政職） 

人事評価が未実施であるため、成績率に差を設けず、一律支給を行った。 

今後、全職員を対象とした能力・業績に基づく人事評価制度の導入を図り、成績率に反映させること

としている。 

 

(2) 退職手当（平成20年４月１日現在） 

乙   部   町 国 

（支給率） 

勤続20年 

勤続25年 

勤続30年 

最高限度額 

自己都合 

23.5 月分 

33.5 月分 

47.5 月分 

59.28月分 

勧奨・定年 

30.55月分 

41.34月分 

59.28月分 

59.28月分 

（支給率） 

勤続20年 

勤続25年 

勤続30年 

最高限度額 

自己都合 

23.5 月分 

33.5 月分 

47.5 月分 

59.28月分 

勧奨・定年 

30.55月分 

41.34月分 

59.28月分 

59.28月分 

その他の加算措置  定年前早期退職特例措置 

          (２％～20％加算) 

その他の加算措置  定年前早期退職特例措置 

          (２％～20％加算) 

退職時特別昇給    勧奨退職 ４～12号俸 

 

 

１人当たり平均支給額 千円 23,964千円    

(注) 退職手当１人当たり平均支給額は、１９年度に退職した職員に支給された平均額である。 

 

(3) 地域手当（平成20年４月１日現在） 

支給実績（19年度決算） 107千円 

支給職員１人当たり平均支給年額（19年度決算） 106,317円 

支給対象地域 支給率 支給対象職員数 国の制度 

札幌市 ３％ １人 ３％ 

 



(4) 特殊勤務手当（平成20年４月１日現在） 

支給実績（19年度決算） 4,236 千円 

支給職員１人当たり平均支給年額（19年度決算） 353,000 円  

職員全体に占める手当支給職員の割合（19年度） 13.9 ％   

手当の種類（手当数） 3 種類 

手当の名称 主な支給対象職員 主な支給対象業務 左記職員に対する支給単価 

感染症防疫手当 作業従事者 感染症の防疫作業 日額３００円 

夜間看護手当 病院に勤務する看護師 深夜における看護業務 １回当たり６,８００円 

医学研修手当 病院に勤務する医師 医学研修 予算の範囲内 

 

(5) 時間外勤務手当 

支給実績（19年度普通会計決算） 5,080千円 

職員１人当たり平均支給年額（19年度普通会計決算） 89千円 

支給実績（18年度普通会計決算） 4,525千円 

職員１人当たり平均支給年額（18年度普通会計決算） 96千円 

 

(6) その他の手当（平成20年４月１日現在） 

手当名 内容及び支給単価 

国の制

度との

異 同 

国の制度と 

異なる内容 

支給実績 

(19年度普通会

計決算) 

支給職員１人

当たり平均支

給年額 

(19年度普通

会計決算) 

扶養手当 

扶養親族のある職員に支給 
①配偶者   13,000円 

②配偶者以外の扶養親族 

        １人 6,500円 
・満16歳の年度初めから満22歳

の年度末までの子 

１人つき5,000円を加算 

同 ― 10,760千円 239,111円 

住居手当 

①借家の場合 

月額12,000円を超える家賃を支

払っている職員に支給 
(限度額27,000円) 

②持家の場合（新築、購入後５

年間のみ）2,500円 

同 ― 3,521千円 195,611円 

通勤手当 

通勤のため片道2㎞以上の職員に
支給 

①公共交通機関等利用 

運賃相当額を全額支給 
(限度額45,000円) 

②自家用車使用 

通勤距離に応じて支給 
(5,000円～20,900円) 

異 

①公共交通機関等利用 

 

(限度額55,000円) 
②自家用車使用 

 

(2,000円～24,500円) 

986千円 51,895円 

宿日直手当 
宿日直勤務を命ぜられた職員に

支給 
同  500千円 10,870円 

管理職手当 
管理または監督の地位にある職

員に支給 
同  11,302千円 389,724円 

寒冷地手当 

毎年11月から翌年３月までの各

月の初日に在職する職員に支給 
(1)世帯主で扶養親族あり 

           22,540円 

(2)世帯主で扶養親族なし 
           12,860円 

(3)その他の職員 

           8,600円 

同  6,078千円 92,091円 

 



５ 特別職の報酬等の状況（平成20年４月１日現在） 

区    分 給  料  月  額  等 

給 料 

  （参考）類似団体における最高／最低額 

町  長 

副 町 長 

750,000円   

615,000円   

760,000円 ／ 200,000円 

644,000円 ／ 415,800円 

報 酬 

議  長 

副 議 長 

議  員 

245,000円   

205,000円   

180,000円   

310,000円 ／ 140,000円 

251,000円 ／ 115,000円 

233,000円 ／ 100,000円 

期末手当 

町  長 

副 町 長 

（平成19年度支給割合） 

            ４．５月分 

議  長 

副 議 長 

議  員 

（平成19年度支給割合） 

            ４．５月分 

退職手当 

 

町  長 

副 町 長 

（算定方式）      （１期の手当額） （支給時期） 

給料月額×在職年数×531.3/100=   15,939,000円   任期毎 

給料月額×在職年数×335.5/100=   8,253,300円   任期毎 

(注) 退職手当の「１期の手当額」は、４月１日現在の給料月額及び支給率に基づき、１期（４年＝４８月）勤めた場合における退

職手当の見込額である。 

 

 

６ 職員数の状況 

(1) 部門別職員数の状況と主な増減理由 

（各年４月１日現在） 

区 分 

部 門 

職 員 数 対前年 

増減数 
主 な 増 減 理 由 

平成20年 平成19年 

普
 
 
通
 
 
 
会
 
 
計
 
 
部
 
 
門
 

一
 
般
 
行
 
政
 
部
 
門
 

議  会 

総  務 

税  務 

民  生 

衛  生 

労  働 

農林水産 

商  工 

土  木 

2  
19  
4  
10  
5  
1  
11  
2  
5  

2  
20  
4  
10  
5  
1  
10  
2  
4  

 
▲ 1 
 
 
 
 
1 
 
1 

 

執務体制の見直しにより 

 

 

 

 

執務体制の見直しにより 

 

執務体制の見直しにより 

計 59  58  1 
＜参考＞ 

人口１万人当たり職員数    126.47人 
(類似団体の人口１万人当たり職員数 133.67人) 

教 育 部 門 9  10  ▲ 1 事務の統廃合 （教育長含む） 

小  計 68  68  
 ＜参考＞ 

人口１万人当たり職員数    145.77人 

(類似団体の人口１万人当たり職員数 161.56人) 

公
営
企
業
等

会
計
部
門
 

病    院 

簡 易 水 道 

下  水  道 

そ  の  他 

23  
2  
1  
8  

25  
2  
2  
8  

▲ 2 
 

▲ 1 
 

執務体制の見直しにより 

 

執務体制に見直しにより 

 

小  計 34  37    

合     計 
102  
[115]  

105  
[115]  

▲ 3 
[0] 

＜参考＞ 

人口１万人当たり職員数     218.65人 

 

 



(2) 年齢別職員構成の状況（平成20年４月１日現在） 

 

区分 
20歳 
 

未満 

20歳

～  
23歳 

24歳 

～  
27歳 

28歳 

～  
31歳 

32歳 

～  
35歳 

36歳 

～  
39歳 

40歳 
～  

43歳 

44歳 

～  
47歳 

48歳 

～  
51歳 

52歳 

～  
55歳 

56歳 

～  
59歳 

60歳 
 

以上 
計 

 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 

職員数  2  9 10 12 8 7 17 20 16  101 

 

 

(3) 定員管理の数値目標及び進捗状況 

①平成17年４月１日～平成22年４月１日における定員管理の目標 

平成17年４月１日 

職員数 

平成22年４月１日 

職員数 

純減数 純減率 

人 

112  
人 

103  
人 

9  
％ 

8.0  

 

②定員管理の数値目標の年次別進捗状況（実績）の概要 

区 分 

部 門 

17年 

計画始期 

18年 

１年目 

19年 

２年目 

20年 

３年目 

21年 

４年目 

22年 

５年目 

17年～22年 

計 

（参考） 

数値目標 

一般行政 
職員数 64 61 58 59   ―  

増減  ▲3 ▲3 1   ▲5 

教  育 
職員数 11 11 10 9   ― 

増減   ▲1 ▲1   ▲2 

公営企業

等会計 

職員数 37 37 37 34   ― 

増減    ▲3   ▲3 

計 
職員数 112 109 105 102   ― 103 

増減  ▲3 ▲4 ▲3   ▲10(111.1%) ▲9 

(注) １ 計画期間は、17年～22年の５年間である。 

     ２ ( ％)内の数値は、数値目標に対する進捗率を示す。 

     ３ 増減は、各年の欄にあっては対前年比の職員増減数を、計の欄にあっては計画１年目以降現年までの職員増減数の累計を
示す。 
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